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り医師と事務職員の両方が増えて、

いい傾向と思われる。

［指導に関して］

　コロナ禍の影響で個別指導の減

少により、今回もさらに減少して

過去３年間で 7.5％の医療機関が

個別指導、新規指定医個別指導を

受けていた。指導に関する感想で

は個別指導では３点以上は５割と

前回よりさらに悪化していたが、

総数が少ないため断定的なことは

言えない。新規指定医個別指導は

３点３人、４点３人とすべてが３

点以上だった。この間指導官の交

代があったことも影響しているか

もしれない。ただ指導そのものも

少ないので、今回は厳しい意見は

少なかったと思われる。

　高点数での個別指導の選別に関

しては九州厚生局との懇談におい

ても毎回話題となっている。高点

数が最良の選択ではないと厚生局

も認識はしているようだが、それ

に代わるシステムを模索中という

のが現状だ。様々な意見がある事

を次回の懇談の場でも伝えたいと

思っている。

　協会への要望では減点の傾向や

審査支払機関の動向などの情報提

供が68.2％と最も多くなっている。

今後も協会として情報収集を行い、

会員に報告する予定だ。

（社保審査対策部）

［はじめに］

　隔年で行っている審査・指導に

ついてのアンケート調査を医科会

員853医療機関に対し７月26日か

ら９月４日にかけて行い、107医療

機関（12.5％）から回答があった。

回答は病院８（7.5％）、有床診療所

21（19.6％）、無床診療所69（64.5％）、

無回答９（8.4％）だった。

［審査に関して］

　社保、国保とも前回と変わらず

90％前後の医療機関が査定を受け

ていたが、納得いく査定だと答え

たのは前回よりさらに増えて社保

41.2％、国保 36.7％だった。査定

の傾向について「増えている」と

答えた医療機関は社保 13.4％、国

保12.2％と前回よりさらに減少し、

「少なくなっている」と答えた医

療機関は社保 17.5％、国保 13.3％

とほぼ前回と変わりなかった。「変

わらない」と答えた医療機関は社

保 68％、国保 74.5％とやや増加し

ていた。査定に対して前回より減

少して８割の医療機関が何らかの

再審査請求を行っていた。再審査

請求しない理由として「事務作業

が面倒」としたものが 34％と最も

多く、次いで「査定額が少ない」

が 32％だった。毎度の繰り返しに

なるが、請求しないことは請求誤

りを認めた事となり、指導等で不

利な材料となる。協会とも相談の

上再審査請求する事をお薦めする。

　支払基金の審査事務の集約につ

いては「知っている」、「知らない」

がほぼ同数でまだ十分周知されて

いないと思われる。現状では審査

にあまり影響がない事もあるが、

今後ローカルルールの廃止とう影

響が出てくる可能性が高いので注

意を要する。審査基準の公開では

前回同様 91％の医療機関が「公開

したほうがいい」と答え、都道府

県による審査格差に関しては58％

が「全国統一にすべき」と答えて

いる。地域差の多い日本では各都

道府県の診療実態に合うローカル

ルールは大切だと思われる。また

ローカルルールの廃止は診療側に

不利な原則に統一されると思われ、

今まで認められた診療内容が査定

されることに成りかねないので、

慎重になるべきである。

　納得できない減点に関する相談

をどこにしているかの質問では保

険医協会が前回よりやや増加して

39.3％となっている。しかし前回

同様 26.2％の医療機関は相談して

いないと答えている。折角会員に

なっているので、是非ご相談して

ほしい。

　レセプト点検に関しては以前よ

【実施期間】2023.７.26 ～９.４

【実施方法】新聞折り込み（２回）

【対 象 者】医科開業医会員853人

【回 収 数】107 通、回収率：12.5％

図２　受けた減点の内容についてど
　　のようにお感じですか

図１　この１年間で減点を受けまし
　　たか（新規開業の場合は直近月
　　で回答） 　
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図４　納得できない減点には医療機
　　関は再審査請求が行えます。再
　　審査請求を行いましたか

図３　最近の減点傾向についてどの
　　ように思われますか

・ゲンタシン軟膏→挫傷のみでは

減点。

・同じ事例なのにＡさん、Ｂさん、

Ｃさんといるとしたら同じ結果

でないということがある。

・慢性気管支炎の診断名でのＣＰ

Ｒ査定。

・症例：乳癌治療中、前医からの

依頼で抗癌剤を処方したら査定。

前月まで処方がないのに急に抗

癌剤はおかしいと…。詳記は書

いていない。しかし支払基金は

前医の前月のレセを持っている

はずなのに。

・糖尿病の病名だけではメトホル

ミンが減点された。それ以降、

糖尿病には１型２型を表記する

様にした。初期結果通りの病名

でないと突合点検で減点される

ことが多くなった。

・在宅当番医のコロナ、インフル

抗原定性の時間外緊急入院検査

加算。

・小児の鼻咽腔ＥＦ。小児だから

認めないと言われました。

・専門医（大きい病院）からの逆

紹介で、継続して同じ薬を処方

したのに減点された。

・慢性心不全に対してのエンレス

ト処方が査定されました。紹介

し４カ月後の１カ月だけ。再審

査で原審通りの返答のみ。

・全麻時に酸素量が時間によって

決まっている様な量に査定され

た。

・４週間おきに内服する骨粗鬆症

薬（アクトネル）を２日分、そ

のほかの薬を 30 日分処方した。

たまたま、処方日の翌日とその

４週間後にアクトネルを内服す

ることとなっていたため、その

ような処方になったがアクトネ

ルを１日分査定された。

・ＣＴ検査を施行した適正な理由

をしっかりびっしり記載したに

も関わらず、再審査結果変わら

ず。ちなみに令和５年５月は、

国保でＣＴ検査 29 例査定で切

られました。２月から徐々に査

定数が増えています。異常事態

です。再審査請求のために、残

業しびっしり書き込んでいます。

・病名はそれぞれつけているのに、

ロキソプロフェン内服とロキソ

ニンテープ同時処方で査定され

ました。

・２型糖尿病患者のインスリン分

泌能評価として、Ｃペプチドイ

ンデックス（ＣＰＩ )のために

空腹時血清Ｃペプチドを測定し

たら、インスリン療法中ではな

いとの理由から減点された。Ｃ

ペプチドインデックスのために

測定したことをコメントしてい

れば減点されなかったと理解し

ていますが、その時点では再審

査請求をしなかった。

・在宅当番医のCOVID-19抗原定性

に対する、時間外緊急院内検査

加算が減点された。

・降圧剤の減点。

・投薬に対して病名記載あるが、

図５　納得できない減点理由に対し
　　て再審査請求をしなかった理由
　　は何ですか（複数回答）

図６　再審査請求の結果は全体とし
　　て納得できるものでしたか

図８　「審査基準」を医療機関に公開
　　することについて

図９　保険審査において、都道府県
　　や保険者による審査をなくし、全
　　国標準化が行われようとしてい
　　ます。どのようにお考えですか

図 12　レセプト点検は主に誰が
　　行いますか

図 10　審査制度等へ要望するとす
　　ればどのようなことですか　　

　　　（複数回答）

図 15　審査支払機関の返戻や減点
　　に対して、貴院ではどのように
　　対応していますか

図 13　医療機関から審査支払機関
　　に請求後、査定が生じた場合等
　　では、増減点連絡書が送られて
　　きます。この連絡書は誰が見て
　　いますか　　

減点されている。

・ヒアルロン酸ナトリウム点眼液

を処方したが、ハードコンタク

トレンズ装用の病名としていた

ら、減点された。現在はハード

コンタクトレンズ装用に伴う結

膜障害としている。本来は角結

膜上皮障害と書くべきところだ

が、そのように書くとコン

ピュータの文字数制限で切れて

表示されないので、やむを得ず

結膜障害としている。

図 16　2023年４月以降にオンライ
　　ン請求医療機関が行う「レセ
　　プトの返戻及び再審査請求」
　　は、オンラインで実施するこ
　　ととなっており、今後は紙に
　　よる取り扱いが中止される見
　　込みです。現在、どのように
　　対応されていますか

図 17　別表Ⅰの「レセプト電算処理
　　システム」欄にコードが記載さ
　　れた項目については、2018 年 10
　　月診療分から該当するコードを
　　選択することが定められていま
　　すが、記載は不自由なくできて
　　いますか

図７　支払基金は、昨年 10 月都道府
　　県支部を廃止し、全国 14 か所の
　　「審査事務センター・分室」を設
　　置しました。九州審査事務セン
　　ターを中核に、コンピューター
　　審査が強化されている事をご存
　　じですか

図 14　増減点連絡書や再審査結果
　　通知書等では、審査支払機関は
　　記号を用いながら減点理由を説
　　明しています。この通知等を見
　　て、なぜ減点されたのか理解で
　　きますか

図 11　納得できない減点に関する
　　相談はどこにしていますか

　（複数回答）
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図25　協会に対する要望や取り組
　　んでほしい活動など

（複数回答）

・日頃より大変お世話になってお

　ります。今後ともよろしくお願

　い致します。

・いつもお世話になります。協会

　でも社保分野の専門家をあと数

　人増やして欲しいです。

・白本を読んでも理解ができない

　ことが多い。読みづらい。もっ

　とわかりやすく読みやすくして

　ほしいです。

・他の医療団体が殆ど活動してい

　ないので、保険医協会よろしく

　お願いします。マイナカード、

　保険証の件もよろしく。

・いつも指導していただいて感謝

　しています。

・いつもお世話になりありがとう

　ございます。心身医学療法に関

　して減点される時もあれば、さ

　れない時もある。突然やってき

　て困ります。明確な基準があれ

　ば公開していただきたい。同じ

　事をしているのに、審査する方

　によって変わるのは大変困りま

　す。

・レセプトのコメント記入にかか

　る時間が医療にかかる時間の1/3

　くらいを使っており、特に担当

　の事務職員の負担が非常に大き

　くなっている。コロナ禍の時は

　手続きの繁雑さもあり４～５割

　くらい使っていた。５類になっ

　た今でも手間は減ったが負担が

　ある。診療後の事務負担が膨大

　で、これ以上の事務負担がある

　なら診療を続けられるか分から

　ない。

図 20　指導の感想をお聞かせ下さ
　　い（「良かった」５点から「酷かっ
　　た」点までの５段階評価）

図 21　個別指導では指導を受ける
　　保険医が希望する弁護士を同席
　　させることや録音することが可
　　能です。このことをご存じです
　　か　

・枠組みを変えるべき、形成外科

　（美容外科）と皮膚科が同じ枠に

　入っていること。

・必要な検査、治療ができない。

・（高点数の）治療をしている医療

　機関ばかりになるのは良くない。

・高点数だけで個別指導するので

　はなく、内容をしっかりと調査

　するべき。

・過剰な診療や不正が疑われる場

　合に行うべき。

・何度も選定されている医療機関

　がある一方で全く受けていない

　ところもあり、この状況がずっ

　と続いていることに疑問を感じ

　る。

・自由な診療ができない。

・医療機関への負担が大きすぎる

　ため、別の方法を検討するべき。

・個別指導を受ける負担はかなり

　大きい（時間と精神的に）。

・一部の医療機関のみが対象にな

　ってしまう。

・指導であれば平等に行うべき。

・透析で高点数になるため、頻度

　が高くなる。一律に全医療機関

　に行うべき。

・「高点数ありき」は止めるべきです。

・一律高得点指導は不合理。１度

　個別指導で高点数の理由が納得

　できるもの（専門性の高い治療

　が多いなど）であれば翌々年度

　指導は不可。

・高点数となった理由が明らかで、

　かつ正当なものであれば必要な

　い。

・高点数であることと個別指導の

　必要性との関連は無いと考える。

・在宅をしているとどうしても高

　点数になる。

・正当な診療をしていれば高得点

　になってもよいと考えます。

・萎縮した医療となってしまうリ

　スクがあるため。

・当院が低点数だから。

・高点数な事には理由があるはず。

　それをチェックするのは当然で

　ある。

・指導は国民、政府、支払側への

　パフォーマンスの面がある。高

　点数の医療機関はおおむね療担

　規則にそった診療が行われてい

　る。

・高得点になるような偏った診療

　があるためだと思うから。

（図22関連）

図 22　指導に関する相談はどこに
　　しましたか。また、指導の経験
　　がない先生はどこにしようと思
　　いますか（複数回答）

図 23　現在の個別指導は「高点数あ
　　りき」で、限られた医療機関を
　　選定させるシステムです。この
　　ことについてどう思われますか

・諫早市はいまだに有料！！

・一部の自治体は半数の割合で

　有料とされています。

・長崎市：医療券受領書は医療

　機関郵送料持ち（医療要否意

　見書が当月にあれば、封筒に

　一緒に入れられる）。西彼事務

　所：保護変更申請書（生保の

　人が初回受診時提出）は１人

　１人、医療機関が郵送。

・必ず封筒が同封されています。

・最近はない。

・最近はありません。改善され

　ています。

・長崎はまだ全てが無料ではな

　い。

・対馬市のみ有料。

・意見書等全て自院負担で郵送

　している。

・現在も有料な場合もあります。

・最近ありません。

・生保の方の診療依頼書の送り

　先、東被・北松福祉事務所宛

　の切手代は当方負担です。→

　佐々町のみ。

・返信用封筒が付いてきます。

県下自治体における医療要否意見書及び
その他の帳票類の郵送料取扱いについて

図 18　過去３年間で「個別指導」「新
　　規指定医個別指導」を受けたこ
　　とがありますか

図 19　「受けた指導」は何ですか 図 24　現在厚労省においても、指導
　　大綱の見直しを示唆しています
　　が、動きはありません。先生は、
　　個別指導はどのような形態が望
　　ましいと思われますか

「廃止」を求める意見・理由

【保険審査】

「このままでよい」とする意見・理由
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　国が推進するマイナンバーカー

ドによる受診は一向に増えないが、

オンライン資格確認導入の猶予措

置を受けている医療機関数が全国

で５千件に満たない状況からみる

と、医療機関におけるシステムは

ほぼ拡充したと思われる。紙レセ

プト請求機関を除き、オンライン

請求も義務化される。「オンライン

請求の義務化で２割の医療機関が

廃業」との意見もあるが、オンラ

イン請求は、オンライン資格確認

の設備が共用可能であるので、で

きる医療機関から、レセプトはオ

ンラインで請求し、返戻、減点、

再請求、再審査請求もオンライン

で行うようになっている。

　懸念は保守に係る費用である。

義務とするなら、保守費用も国が

みてくれて当然と思うがいかがか。

　レセプトが電子化されてから、

少なくともレセプトデータは共通

であるし、マイナンバーカードに

より、患者の頭書き情報を取り込

むのも容易で、以前と比較して、

レセコンを他のメーカーに交換す

るハードルは低い。車を乗り換え

るようにレセコンを乗り換えるよ

うになれば、費用は下がっていく

だろう。

　レセプト審査で「減点が増えて

いる」との回答は少なかった。「コ

ンピュータ＋人」による審査の水

準は変わっていない証しだろう。

摘要欄記載コードが一気に増えた

が、歯科では昔から細かい摘要欄

記載が求められていたので、歯科

のレセコンも上手く対応できたと

思われる。

　約９割の医療機関がなんらかの

減点を受けていて、そのなかの１

割程度は、「納得のいかない減点」

と回答されている。再審査請求が

必要だが、「面倒だから」「仕方が

分からない」「減点額が小さい」「無

駄だと思う」「支払側に悪い印象を

与える」と、再審査請求をためら

う実態も変わっていない。ただし、

現在、オンラインでの再審査請求

が可能である。その仕組みがお使

いのレセコンに組み込まれていれ

ば、再審査請求は簡単だ。保険者

は医療機関と比較にならないぐら

い大量の再審査請求をしている。

しかもオンライン再審査請求がす

でに実施されていて７割の保険者

が役に立つとしている。医療機関

側が利用しない手はない。

　「知らない」とした回答が多くて

意外だった項目が２つある。一つ

は、個別指導で弁護士帯同が可能

であること。いつも先生と呼ばれ

ている歯科医師にとって、自分以

外に誰も味方してくれる人がいな

い個別指導の場は相当に特殊であ

る。指導は規則に従って運用され

・詳しい内容はもう覚えていませ

んが、社保の方が多い気がする。

・義歯不在でＴコンの回数。新製

してもＴコンを認めてほしい。

・生保者の番号変更が多く続きま

す。しかし役所等に申請を早め

に取り組む方が少ないため。

・往診の訪衛指が毎回減点されて

くる。

・初診時歯周治療の一環でパント

モ撮影し、治療開始。その後同

月に転倒で顔面を強打し開口障

害発現。骨折を疑い再びパント

モ撮影し、関節突起の骨折を確

認。専門科へ紹介したが、２枚

目のパントモが減点された（摘

要に簡単に経緯を記載していた）。

・ＳＲＰと再ＳＲＰの混在に対す

るもの。

個別指導は録音・弁護士帯同の検討を

【実施期間】2023.７.26 ～９.４

【実施方法】新聞折り込み（２回）

【対 象 者】歯科開業医会員572人

【回 収 数】45 通、回収率：7.9％

図５　納得できない減点理由に対し
　　て再審査請求をしなかった理由
　　は何ですか（複数回答）

図３　最近の減点傾向についてどの
　　ように思われますか

図４　納得できない減点には医療機
　　関は再審査請求が行えます。再
　　審査請求を行いましたか

図２　受けた減点の内容についてど
　　のようにお感じですか

図７　支払基金は、昨年 10 月都道府
　　県支部を廃止し、全国 14 か所の
　　「審査事務センター・分室」を設
　　置しました。九州審査事務セン
　　ターを中核に、コンピューター
　　審査が強化されている事をご存
　　じですか

図８　保険審査において、都道府県
　　や保険者による審査格差をなく
　　し、全国標準化が行われようと
　　しています。どのようにお考え
　　ですか

図６　再審査請求の結果は全体とし
　　て納得できるものでしたか

図11　納得できない減点に関する相
　　談はどこにしていますか

　（複数回答）

図 12　レセプト点検は主に誰が行
　　いますか

図 10　審査制度等へ要望するとす
　　ればどのようなことですか　　

　　　（複数回答）

ているが、現場では力関係がどう

しても働く。弁護士の紹介は可能

なので、指導の通知が来たら協会

に相談してほしい。

　もう一つは、歯科施設基準にお

ける研修について協会の e－ラー

ニングで可能であること。運用が

開始され、今では、長崎県にとど

まらず、一部を除いた九州各県の

協会会員も利用可能となっている。

いつでも、どこからでもアクセス

可能なので利用して欲しい。

（社保審査対策部）

図１　この１年間で減点を受けまし
　　たか（新規開業の場合は直近月
　　で回答） 　

図 13　医療機関から審査支払機関
　　に請求後、査定が生じた場合等
　　では、増減点連絡書が送られて
　　きます。この連絡書は誰が見て
　　いますか　　

図９　「審査基準」を医療機関に公表
　　することについて

図 14　増減点連絡書や再審査結果通
　　知書等では、審査支払機関は記
　　号を用いながら減点理由を説明
　　しています。この通知等を見て、な
　　ぜ減点されたのか理解できますか
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図 25　協会に対する要望や取り組んでほしい活動など（複数回答）

・感染予防対策、新型コロナ関連

　はいつどうすれば受けられるの

　か。全て院長自らチェックする。

・４、５月分介護保険診療報酬請

　求に際して返戻があり、電話に

　て理由を聞いた所「つっけんど

　ん」な対応をされました。

・個別指導がないように診療を行

　ったにもかかわらず、算定でき

　ないのが実状です。

・診療に専念できるよう、点数の

　取得方法を常識的に簡素化して

　ほしい。

図 15　審査支払機関の返戻や減点
　　に対して、貴院ではどのように
　　対応していますか

図 21　個別指導では指導を受ける
　　保険医が希望する弁護士を同席
　　させることや録音することが可
　　能です。このことをご存じですか

図 18　過去３年間で「個別指導」　
　　「新規指定医個別指導」を受けた
　　ことがありますか

図 19　「受けた指導」は何ですか

図 17　別表Ⅰの「レセプト電算処理
　　システム」欄にコードが記載さ
　　れた項目については、2018 年 10
　　月診療分から該当するコードを
　　選択することが定められていま
　　すが、記載は不自由なくできて
　　いますか

図 23　現在の個別指導は「高点数あ
　　りき」で、限られた医療機関を
　　選定させるシステムです。この
　　ことについてどう思われますか

・必要な治療が先送りになる可能

性がある。

・内容、各院の患者数や色々な背

景により、平均点が高くなる事

があるだろうけど、「平均点の

み」で指導対象にするのはおか

しいと思う。

・件数が少ない所は高点数になり

やすいので、件数が多くて平均

（120％より少し低い所）くらい

の所で患者が多い所が有利です。

例）50 件×2,000 点 / 月平均 10

万点は集団個別指導に該当する。

400件×1,500点/月平均＝60万

点は月収入ははるかに高収入‼

・必要に応じて高点数になった場

合でも査定を受けるのは、医療

の縮小に繋がりかねない。

・情報提供を元にすればよい。

・補綴物を装着すれば高点数にな

り、また早く終わらせるのであ

れば高点数になるので、内容を

よく確認してほしい。

・毎回定期的に指導になるため。

・少ない患者で経営している医院

もあると思う。

・診療内容により高点数あり。

・高点数が悪ではないはず。

・新患数、まじめに治療して補綴

治療が多い所ほど個別指導の対

象となるのは、絶対におかしい。

真面目に治療してバカを見るの

は絶対におかしいと思います。

・少数の患者を集中して治療すれ

ば高点数になるのは当然です。

・岡山では、高点数でも個別指導

はございません。長崎もしっか

りと厚生労働局に対応し、個別

指導に対応してほしい。

・人数、また時間的内容をよく把

握してほしい。

・地域により差があるから。

・高点数であることと指導すべき

状態は、全く別のものである。

図 26　厚労省は、医科歯科点数格差
　　是正のために、医療機関の施設
　　基準の有無によって、算定でき
　　る初・再診料に点数格差を導入
　　しました。さらに施設基準が必
　　要とされる点数が増えています。
　　このことをどう思われますか

図 27　協会では「e- ラーニング」に
　　より、インターネット上で施設
　　基準の要件となっている研修の
　　受講証が取得できる教育コンテ
　　ンツを設けています。このこと
　　をご存じですか

・ずっと島原市など島原半島は

　自院負担です。

・そもそも要否意見書が必要と

　思わない。今まで一度も否認

　されたことがないが、何人く

　らいが否認されているのか？

　受診があったときにクリニッ

　クが受診を断ることが出来る

　のか？

・意見書送付時以外の月は長崎

　市は有料で受領書を送付して

　いる。

・変わると思えない。

・返信用封筒が入ってるとのこ

　とですが、一度もありません。

・医療券受領証は依然として有

　料です。

・ありません。郵送料が自治体

　負担となり、金額もですが、

　毎回重さを計測することがな

　くなり、助かっています。

県下自治体における医療要否意見書及び
その他の帳票類の郵送料取扱いについて

（図20関連）

「廃止」を求める意見・理由

図 24　現在厚労省においても、指導
　　大綱の見直しを示唆しています
　　が動きはありません。先生は個
　　別指導はどのような形態が望ま
　　しいと思われますか

図16　2023年4月以降にオンライン
　　請求医療機関が行う「レセプト
　　の返戻及び再審査請求」は、オ
　　ンラインで実施するこ　ととな
　　っており、今後は紙による取り
　　扱いが中止される見込みです。
　　現在、どのように対応されてい
　　ますか

図 20　指導の感想をお聞かせ下さ
　　い（「良かった」５点から「酷かっ
　　た」１点までの５段階評価）

図 22　指導に関する相談はどこに
　　しましたか（どこにしようと思
　　いますか）（複数回答）

【保険請求】
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　保険審査において、減点理由が

わからない事例等を放置すること

は、自身の診療を否定することに

もなりかねません。マスコミの医

療機関に対する「不正請求」報道

では、医療機関が減点された総額

が用いられています。よって、納

得できない減点を容認することは

「不正」を認めてしまうことにも

繋がります。

　協会が実施している「審査アン

ケート」では、再審査請求をしな

い理由として、「手間がかかる」

「やっても無駄」等の回答が寄せ

られています。しかし、審査支払

機関のデータによれば、医療機関

からの再審査請求による復点率は

国保連では約５～６割です。この

ことは、医学的に診療の妥当性を

主張し、再審査請求の理由を具体

的に呈示することで復点すること

が示されています。

　納得できない減点へは、審査支

払機関にその理由を照会するなど

の取り組みも行いながら、再審査

請求を積極的に行いましょう。

　減点事例が生じた場合は、院長

及び事務担当者だけに止めずに、

医療機関全体で情報を共有するこ

とが大切です。現在支払基金では、

審査に関する更なる信頼性の向上

を目的に、増減点連絡書の「補正・

査定後」の欄に減点理由を記載す

るようになりました。コンピュー

タによる機械的な理由の記載です

が、「医療機関等に対する説明責任

の履行」を掲げて取り組んでいま

す。長崎県では件数ベースで概ね

４割程度で記載されています。す

べてが理解できるかは定かではあ

りませんが、これらの内容を精査

して、減点理由を確認することが

大切です。それでも理解できない

場合は協会までお問い合わせくだ

さい。

　減点の原因がどこだったのかは、

院内学習会などを通じて明らかに

しておくことがスキルアップに繋

がります。

　支払基金本部のホームページの

「トップページ→診療報酬の審査

→突合点検・縦覧点検→医療機関・

薬局の皆様へ」に増減点連絡書を

はじめとする帳票類の見方や記載

方法が掲載されています。確認し

ておくことをお勧めします。

　本県の保険審査では、たとえ病

名漏れでの減点であっても、復点

への道が開けていますので再審査

請求を行ってください。諦める必

要はありません。

　審査支払機関では、医療機関か

らのカルテ等の関係資料に基づく

説明等により請求内容が妥当で

あったかどうか、再度審査されま

す。その結果、療養の給付が確認

されて、請求内容が妥当と認めら

れた場合には、復活されることも

あり得るという取扱いです。要は、

カルテの１号様式の傷病名欄等で

病名漏れか否かが確認されます。

（社保審査対策部）

< 再審査請求書記載例 >

　納得できない減点事例には
再審査請求を

　病名漏れであっても再審査

請求は可能　

　対面形式での実施に徐々に移行することが示されています。
　なお、昨年同様 2022 年度の集団的個別指導対象医療機関が 2023 年度も高点数であった場合、2024 年度の高点数を理由とした
個別指導に該当しない取扱いには変更ありません。

２０２３（令和５）年度個別指導等の実施方針示される　

　個別指導への弁護士の同行は、行われている指導が行政
手続法や指導大綱に沿ったものなのか、監査との峻別がな
されているのか、等を法的な側面からサポートするもので
す。保険医の心理的負担が軽減され、行政側も法律に基づ
いて粛々と指導することになると報告されています。
　

■帯同費用：１回５万 5000 円（税込、事前の打ち合わせ及
　　　　　び相談を含む。郡部・離島は別途交通費等）
■申込み：長崎県保険医協会（電話０９５-８２５-３８２９）
　

※協会にお申込みいただき、担当弁護士と調整の上、協会
　から紹介することとなります。

2023 年度  指導対象保険医療機関

個別指導集団的個別指導

対象医療
機関数

全医療機関
数の４％

対象医療
機関数

全医療機関
数の８％

県平均点の
110％を上
回る件数

県平均点
の110％

県平均点を
上回る件数

県平均点
全医療
機関数類 型 区 分

４４７８2459,988.54254,535101一般病院

病　

院

１１１２５42,339.01138,49031精神病院

０１０１１75,414.9６68,55914
臨床研修指定病院
大学附属病院
特定機能病院

５６８11146病 院 計

対象医療
機関数

全医療機関
数の４％

対象医療
機関数

全医療機関
数の８％

県平均点の
120％を上
回る件数

県平均点
の120％

県平均点を
上回る件数

県平均点
全医療
機関数類 型 区 分

２１２２136,474.0135,39527内科（人工透析有）

診　
　
　

療　
　
　

所

1212９24381,490.41301,242302
内 科

（人工透析有以外・その他）

８８６16311,761.6911,468197
内 科

（人工透析有以外・在宅）

２２０３５847.21670640精神・神経科

２２２５６1,672.8281,39461小 児 科

５５９９261,459.2471,216113外 科

４４８８261,315.2461,09697整 形 外 科

１２２４６694.81857948皮 膚 科

１００１２1,016.4５84710泌 尿 器 科

２２０３５1,140.01095043産 婦 人 科

３３２６131,110.02892574眼 科

２２４４13844.82570455耳 鼻 咽 喉 科

444344851,067診 療 所 計

494952961,213医 科 合 計

292932591491,530.03861,275736歯 科

【資料】早わかり！個別指導・新規個別指導への対応

　個別指導対策の第一歩は、指導の仕組みや流れを知ることで
す。指導当日までどのような準備が必要か、心構えをしっかり
していれば、安心して望むことができます。
　協会では、個別指導の流れ、医療機関での対応を時系列にま
とめた資料を作成しています。協会ホームページからダウン
ロードすることが可能です。ぜひご利用ください。

【ダウンロード方法】
　協会ＨＰトップの

「会員のページ」→「医

科」または「歯科」→「個

別指導対策関連情報」

→「早わかり！個別指

導・新規個別指導への

対応」をクリック。

　※ダウンロードには、ＩＤ・パスワードが必要です。ご不明
　　な場合は協会事務局までお問い合わせください。


